


障害者雇用の優良中小事業主認定制度

「もにす認定企業」認定通知書交付式
を行いました。

令和３年１月２７日（水）京都労働局にお

いて、障害者雇用の優良中小事業主認定制度

「もにす認定企業」認定通知書交付式を行い

ました。

認定事業主は、株式会社西村製作所 代表

取締役 西村 久人 氏で、京都府初となる

認定です。

「もにす認定制度」とは、厚生労働大臣が障害者雇用

の促進や安定に関する取り組みのなどの優良な中小企

業を認定する制度です。

認定通知書を手に金刺京都労働局長（左）と株式会社

西村製作所 西村社長（右）






